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組合と環境重視社会への対応

　鳩山新政権がCO2の排出削減の中期目標を25％に引き上げるなど、企業活動における省エネやCO2削減等

への取り組みは、中小企業にとっても身近な状況になりつつある。しかし、これらの取り組みは、新たな設備

投資が必要となることも多いため、十分な検討と準備が必要である。

　このような中、既に環境対応型の取り組みを実施し、活路を見出そうとしている組合もある。今回はその取

り組みの一部を紹介するとともに、環境面に関する補助制度について紹介する。

木質バイオマス発電で大手企業から環境
付加価値収入

～能代森林資源利用協同組合～

　能代森林資源利用協同組合（鈴木光雄理事長、6

組合員）では、組合の共同事業として木質バイオマ

ス発電を行っているが、この電力が自然エネルギー

により発電された電力（グリーン電力）であるとし

て、電気自体の売電収入とは別に、日本自然エネル

ギー株式会社（本社：東京都、出資企業：東京電力㈱、

住友商事㈱、三井物産㈱、東北電力㈱ほか）から年

間約2，000万円の「環境付加価値収入」を得ている。

「環境付加価値収入」のしくみ

　日本自然エネルギー㈱は、グリーン電力証書シス

テムにより、自然エネルギーの取引の仕組みを構築

している。

　具体的には、省エネルギー・CO2排出節減など、自

主的な環境対策のひとつとして、自然エネルギーの

利用を希望する企業・団体から発電を受託し、自然エ

ネルギー発電事業者（能代森林資源利用㈿）へ発電を

再委託する。発電事業者は、発電した電気を地元の

電力会社へ売電又は発電事業者自らの工場等で利用

することにより、売電収入とは別に、企業・団体から

受託料収入（環境付加価値収入）を得ることができる。

　なお、自然エネルギーによる発電実績は、中立的

な第三者機関の認証により「グリーン電力証書」とし

て企業・団体に発行され、企業・団体は使用した電

気を自然エネルギーを利用して発電したものとみな

すことができる。これにより、グリーン電力証書に

記載された電力量を、換算係数を用いてCO2の削

減量に換算し、自主的な環境対策として活用（アピー

ル）できるといったメリットがあり、ソニー㈱やア

サヒビール㈱を始め、平成21年 9月 30日現在で

195企業・団体が契約している。

　一方、発電事業者側では、電気自体の売電収入の

ほかに、環境付加価値収入が得られるため、設備の

維持・拡大等が行えるといったメリットがある。

木質バイオマス発電とは？

　樹皮や製材廃材などを燃やした熱で蒸気を作り、

その蒸気の圧力でタービンを回して電気を作ること

を「木質バイオマス発電」という。（下図参照）

                                            

取引までの経緯

　当組合が設立される前年（平成12年）に「廃棄物処

理法」が改正され、木材関係者は、従来通り各製材

所等で樹皮・製材端材などを引き続き焼却処理する

場合は、ダイオキシンの基準値をクリアすることが

義務付けられた。このため、新規設備の導入や既存

設備の改良の必要があったが、各企業での対応では

大きな負担であったため、地域の企業で組合を設立

し、木質バイオマス発電事業を開始した。

　当初、燃料となる樹皮・製材廃材等は、組合が組

合員等から処理費用をもらって受け入れていたが、

その後の需給バランスの変化により、組合が買い取

らなければ入手出来なくなった。このため収益が悪

化していたが、日本自然エネルギー㈱からのコンタ

クトがあり、平成19年度から取引が始まった。同

組合の赤塚康男副理事長は、「環境付加価値収入は、

組合の事業運営に大きく役立っている。今後は、蒸

気が売却可能となることも期待している。」と話して

いる。

能代森林資源利用（協）のバイオマス発電施設
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国産材の循環利用を促進する「SGEC森林認証
制度」の認定を受け、組合の活性化を目指す

～子吉川森林保全センター協同組合～

　子吉川森林保全センター協同組合（三浦稔理事長、

5組合員）では、組合員である有限会社猪股林業が

「『緑の循環』認証会議」（以下、SGEC）の森林認証

制度の認証を受け、また、組合加工場も認証を受け

るなど、認証材の生産・販売を通じて、組合の活路

を開こうと取り組んでいる。

　SGECの森林認証制度は、持続可能な森林経営が

行われている森林を第三者機関が評価・認証し、そ

こから生産された木材等に認証ラベルを貼ることな

どにより、消費者がこれらの林産物を選択し、購入

できるようにする民間主体の制度である。

SGEC森林認証の取得のきっかけ

　認証を取得したきっかけについて、同組合の猪股

市郎専務理事は、「消費者にとって環境に優しい林

産物であることの証明となり、環境意識の高い方へ

のアピール力が増す。また、国内クレジット制度を

利用したCO2排出権の売却も見据えている他、入札

における総合評価方式の加点につながる。」と話し

ており、組合全体の活性化に結び付けて行こうとし

ている。

SGEC認証材を全面使用した㈲猪股林業社屋

                     

                        

中小企業の環境･エネルギーへの取り組みに
対する国の主な支援

（1）国内クレジット制度の活用促進支援

　大企業等の技術･資金により中小企業等のCO2削

減を進める ｢国内クレジット制度｣の活用が期待さ

れる中小企業等を対象に、①専門家によるCO2・省

エネ診断（無料）、②専門家による「排出削減事業

計画」の作成支援（無料）、事業計画の審査費用の

支援（上限50万円）を行います｡

※　国内クレジット制度とは?

　中小企業等が大企業から資金や技術の提供を受

け、二酸化炭素など温室効果ガスの排出量を削減し

た場合、その削減量を第三者認証機関から認証を受

け、「削減量=国内クレジット（排出権）」として、

大企業が自ら削減したものとみなす制度である。

（2）新エネ･省エネ設備導入支援

○ 　先進的な新エネルギー等利用設備の導入事業に

対し、事業費の一部を補助（1/3）します｡

   　特に、中小･小規模企業への新エネルギーの普及

を拡大するため、対象設備に係る要件緩和を引き

続き実施します｡

○ 　省エネルギー効果が高く、費用対効果が優れて

いると認められる省エネ設備の導入事業に対し、

事業費の一部を補助（1/3）します｡

　 　また、省エネ設備･機器などを導入する中小企業

に対し、政府系金融機関から低利融資を行います｡

○ 　エネルギー需給構造改革推進投資促進税制（エ

ネ革税制）の対象設備を導入した場合には、初

年度即時償却（取得価額の全額（100%））がで

きます ｡

（3）ESCO事業の活用促進支援

　省エネルギーに関する包括的なサービスを提供

し、省エネルギー効果からその一部を報酬として受

取るESCO事業の活用促進を図るため、ESCOを

活用した省エネルギー事業に係る費用の一部を補助

（1/2）します｡

　さらに、工場･事業場等における省エネ技術･設備

の導入可能性に関する診断事業、説明会の開催等を

実施します｡

○各制度のお問い合せ先 

○国内クレジット制度の活用促進支援

　本会工業振興課（☎018-863-8701） 

○新エネ設備導入支援

　資源エネルギー庁　新エネルギー対策課 

　（☎03-3501-4031）

○省エネ設備導入支援･ ESCO事業の活用促進支援

　資源エネルギー庁　省エネルギー対策課

　（☎03-3501-9726）




